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(57)【要約】
【課題】冷凍装置の室外ユニットの段積み時におけるグ
リルの損傷を防止する。
【解決手段】ケーシング（20）の天板（24）に吹出口（
26）が形成され、該吹出口（26）がグリル（70）によっ
て覆われた室外ユニットを前提とする。ケーシング（20
）の天板（24）に、グリル（70）の上端（70a）が天板
（24）の上面（24a）以下の高さに位置するように、該
上面（24a）よりも下方に形成されたグリル（70）の設
置面（24b）を設ける。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　ケーシング（20）と、該ケーシング（20）に収容された熱交換器（30）と、上記ケー
シング（20）に収容され、上記熱交換器（30）に空気を導く送風ファン（40）と、上記ケ
ーシング（20）の天板（24）に形成された吹出口（26）を覆うグリル（70）とを備えた冷
凍装置の室外ユニットであって、
　　上記天板（24）は、上記グリル（70）の上端（70a）が上面（24a）以下の高さに位置
するように、該上面（24a）よりも下方に形成された上記グリル（70）の設置面（24b）を
有している
ことを特徴とする冷凍装置の室外ユニット。
【請求項２】
　　請求項１において、
　　上記グリル（70）を上記設置面（24b）に取り付けるための固定部材（75）を備え、
　　上記設置面（24b）は、上記固定部材（75）の上端（75a）が上記天板（24）の上面（
24a）以下の高さに位置するように形成されている
ことを特徴とする冷凍装置の室外ユニット。
【請求項３】
　　請求項２において、
　　上記グリル（70）は、格子状に配列された複数の軟鋼線（71,72）によって構成され
ると共に、少なくとも１つの軟鋼線（72）の両端部がそれぞれ上記固定部材（75）によっ
て上記設置面（24b）に取り付けられる取付部（73）に構成され、
　　上記取付部（73）は、
　　　上記軟鋼線（72）の本体部（74）に連続し、上記固定部材（75）に沿うように折り
返されると共に該固定部材（75）によって上記設置面（24b）に押し付けられて固定され
る折返し部（73a）と、
　　　上記折返し部（73a）に連続し、交差する他の軟鋼線（71）に溶接された延長部（7
3b）とを有している
ことを特徴とする冷凍装置の室外ユニット。
【請求項４】
　　請求項３において、
　　上記グリル（70）は、矩形状に形成されると共に各角部が上記取付部（73）に構成さ
れている
ことを特徴とする冷凍装置の室外ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、冷凍装置の室外ユニットに関し、特に、グリルの損傷防止対策に係るもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　　従来より、冷凍装置の室外ユニットには、ケーシングに形成された送風ファンの吹出
口を覆うグリルが設けられている。例えば、特許文献１では、グリルは、格子状に配列さ
れた複数の軟鋼線によって構成され、ケーシングの天板に形成された送風ファンの吹出口
を覆っている。上記室外ユニットでは、グリルは、天板の上面に設置され、送風ファンの
稼動時に誤って人の手が送風ファンに触れないように吹出口を覆っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３５４３７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　　しかしながら、上述のようにグリルを天板の上面に設置すると、グリルが天板の上面
よりも上方に位置することとなる。そのため、出荷前に倉庫等において複数の室外ユニッ
トを段積みする際に、下方の室外ユニットのグリルに上方の室外ユニットの荷重がかかり
、グリルが損傷してしまうおそれがあった。
【０００５】
　　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、冷凍装置の室外ユニ
ットの段積み時におけるグリルの損傷を防止することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　　第１の発明は、ケーシング（20）と、該ケーシング（20）に収容された熱交換器（30
）と、上記ケーシング（20）に収容され、上記熱交換器（30）に空気を導く送風ファン（
40）と、上記ケーシング（20）の天板（24）に形成された吹出口（26）を覆うグリル（70
）とを備えた冷凍装置の室外ユニットであって、上記天板（24）は、上記グリル（70）の
上端（70a）が上面（24a）以下の高さに位置するように、該上面（24a）よりも下方に形
成された上記グリル（70）の設置面（24b）を有している。
【０００７】
　　第１の発明では、グリル（70）が天板（24）の上面（24a）よりも下方に形成された
設置面（24b）に設置され、グリル（70）の上端（70a）が天板（24）の上面（24a）以下
の高さに位置している。つまり、グリル（70）が天板（24）の上面（24a）から上方に突
出していない。そのため、室外ユニットの段積み時に、上方の室外ユニットの荷重が下方
の室外ユニットのグリル（70）に集中してかかることがない。
【０００８】
　　第２の発明は、第１の発明において、上記グリル（70）を上記設置面（24b）に取り
付けるための固定部材（75）を備え、上記設置面（24b）は、上記固定部材（75）の上端
（75a）が上記天板（24）の上面（24a）以下の高さに位置するように形成されている。
【０００９】
　　第２の発明では、グリル（70）を設置面（24b）に取り付けるための固定部材（75）
の上端（75a）が、天板（24）の上面（24a）以下の高さに位置するように設置面（24b）
が形成されている。つまり、天板（24）の上面（24a）から固定部材（75）が突出してい
ない。
【００１０】
　　第３の発明は、第２の発明において、上記グリル（70）は、格子状に配列された複数
の軟鋼線（71,72）によって構成されると共に、少なくとも１つの軟鋼線（72）の両端部
がそれぞれ上記固定部材（75）によって上記設置面（24b）に取り付けられる取付部（73
）に構成され、上記取付部（73）は、上記軟鋼線（72）の本体部（74）に連続し、上記固
定部材（75）に沿うように折り返されると共に該固定部材（75）によって上記設置面（24
b）に押し付けられて固定される折返し部（73a）と、上記折返し部（73a）に連続し、交
差する他の軟鋼線（71）に溶接された延長部（73b）とを有している。
【００１１】
　　第３の発明では、グリル（70）を天板（24）に取り付けるための取付部（73）が、軟
鋼線（72）の本体部（74）に連続して固定部材（75）に沿うように折り返されると共に固
定部材（75）によって設置面（24b）に押し付けられて固定される折返し部（73a）と、該
折返し部（73a）に連続して交差する縦鋼線（71）に溶接によって固定された延長部（73b
）とによって構成されている。つまり、グリル（70）を形成する複数の軟鋼線（71,72）
のうちの設置面（24b）に固定部材（75）によって取り付けられる軟鋼線が、その端部に
おいてＵ字状に折り返されて、折返し後の部分が交差する軟鋼線に溶接によって固定され
ている。
【００１２】
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　　第４の発明は、第３の発明において、上記グリル（70）は、矩形状に形成されると共
に各角部が上記取付部（73）に構成されている。
【００１３】
　　第４の発明では、グリル（70）を構成する複数の軟鋼線（71,72）の全ての端部に取
付部（73）が構成されるのではなく、矩形状のグリル（70）の各角部が取付部（73）に構
成されている。
【発明の効果】
【００１４】
　　第１の発明によれば、天板（24）に、グリル（70）の上端（70a）が上面（24a）以下
の高さに位置するように、上面（24a）よりも下方にグリル（70）の設置面（24b）を形成
したため、室外ユニットの段積み時に、上方の室外ユニットの荷重が下方の室外ユニット
のグリル（70）に集中してかかることを防止することができる。そのため、段積み時にお
けるグリル（70）の損傷を防止することができる。
【００１５】
　　ところで、従来の室外ユニットのように、グリル（70）が天板（24）の上方に突出し
ていると、段積み時におけるグリル（70）の損傷を防止するためには、グリル（70）の周
囲にグリル（70）の形状に合う形状の梱包材を配置して上方の室外ユニットの荷重が梱包
材にかかるようにしなければならなかった。
【００１６】
　　しかしながら、第１の発明によれば、グリル（70）の上端（70a）が天板（24）の上
面（24a）以下の高さに位置するように、グリル（70）の設置面（24b）を天板（24）の上
面（24a）よりも下方に形成したため、室外ユニットの段積み時に、グリル（70）の周囲
に梱包材を配置することなくグリル（70）の損傷を防止することができる。従って、梱包
材を減量することができると共に、天板（24）上方に設けられる梱包材の形状を簡素化す
ることができる。
【００１７】
　　ところで、グリル（70）を設置面（24b）に取り付けるための固定部材（75）が天板
（24）の上面（24a）から突出していると、室外ユニットの段積み時に、上方の室外ユニ
ットの荷重が固定部材（75）及びグリル（70）の固定部材（75）によって取り付けられる
取付部にかかり、固定部材（75）及びグリル（70）の取付部が変形してしまうおそれがあ
る。
【００１８】
　　しかしながら、第２の発明によれば、天板（24）の上面（24a）から固定部材（75）
を突出させないように設置面（24b）を構成したため、室外ユニットの段積み時に、上方
の室外ユニットの荷重による固定部材（75）及びグリル（70）の取付部の変形を防止する
ことができる。
【００１９】
　　ところで、上述のようにグリル（70）を構成する複数の軟鋼線（71,72）のうちの少
なくとも１つの軟鋼線（72）の両端部を固定部材（75）と設置面（24b）とで挟み込むこ
とでグリル（70）を天板（24）に固定する場合、グリル（70）に大きな荷重がかかったと
きに、軟鋼線が固定部材（75）と設置面（24b）との間から抜けてグリル（70）が脱落し
てしまうおそれがある。
【００２０】
　　しかしながら、第３の発明によれば、グリル（70）を形成する複数の軟鋼線（71,72
）のうちの設置面（24b）に固定部材（75）によって取り付けられる軟鋼線を、その端部
においてＵ字状に折り返して、折返し後の部分を交差する軟鋼線に溶接によって固定する
こととした。そのため、グリル（70）に大きな荷重がかかっても、折返し部（73a）以降
の延長部（73b）が交差する他の軟鋼線（71）に溶接されているため、軟鋼線（72）が固
定部材（75）と設置面（24b）との間から抜けてしまうおそれがなく、グリル（70）の脱
落を防止することができる。
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【００２１】
　　また、第４の発明によれば、矩形状のグリル（70）の各角部が取付部（73）に構成さ
れている。このような場合、全ての軟鋼線（71,72）の端部が取付部（73）に構成された
場合に比べて、グリル（70）に荷重がかかった際の４つの取付部（73）にかかる張力が大
きくなる。しかしながら、４つの取付部（73）は、上述のように他の軟鋼線（71）に溶接
によって固定される延長部（73b）を有しているため、軟鋼線（72）が固定部材（75）と
設置面（24b）との間から抜けてしまうおそれがなく、グリル（70）の脱落を防止するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る室外ユニットの斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係る室外ユニットをその一部を省略して示す斜視図
である。
【図３】図３は、本発明の実施形態に係る室外ユニットをその一部を省略して示す斜視図
である。
【図４】図４は、グリルの平面図である。
【図５】図５は、ケーシングの天板と該天板に取り付けられたグリルとを示す縦断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２４】
　　図１～図３に示すように、本実施形態の室外ユニット（10）は、冷凍装置である空気
調和装置に用いられるものであって、図示しないが、室内ユニットが接続されて蒸気圧縮
式冷凍サイクルを構成している。
【００２５】
　　上記室外ユニット（10）は、例えば、ビルの屋上等に設置され、ケーシング（20）と
室外熱交換器（30）と室外ファン（40）と圧縮機構（50）とを備えている。
【００２６】
　　上記ケーシング（20）は、平面視矩形状に形成され、４本の支柱（21）と底フレーム
（22）と側面パネル（23）と天板（24）とを備えている。
【００２７】
　　上記４つの支柱（21）は、四隅に設けられ、下部に底フレーム（22）が固定されてい
る。
【００２８】
　　上記側面パネル（23）は、ケーシング（20）の上半部四面を形成する上側面パネル（
23a）と、ケーシング（20）の下半部における前面を形成し且つ左半分を形成する前側面
パネル（23b）と、ケーシング（20）の下半部における左側の横側面を形成し且つ前半分
を形成する横側面パネル（23c）とを備えている。そして、上記ケーシング（20）の側面
には、下半部における前面の右半分と、下半部における右側の横側面と、下半部における
背面と、下半部における左側の横側面の後半分に吸込口（25）が形成されている。
【００２９】
　　また、上記天板（24）は、金属プレートを折り曲げ成形した板金部材によって形成さ
れ、支柱（21）の上端に固定されている。天板（24）には、２つの吹出口（26）が形成さ
れている。２つの吹出口（26）は、それぞれ２つの室外ファン（40）に対応する位置に形
成されている。各吹出口（26）は、平面視において矩形に形成されている。各吹出口（26
）は、矩形に形成された網目状のグリル（70）によって覆われている。なお、グリル（70
）の構成とグリル（70）の設置構造の詳細については後述する。
【００３０】
　　上記室外熱交換器（30）は、フィンアンドチューブ型熱交換器であって、室外空気と
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冷媒とを熱交換するように構成されている。そして、上記室外熱交換器（30）は、上下に
起立した状態で設けられ、上記ケーシング（20）の全ての側面に亘る折曲熱交換器に構成
されている。さらに、上記室外熱交換器（30）の両側端の間には、ケーシング（20）の前
側の左隅角部を挟んで所定の開口（3a）が形成されている。つまり、上記ケーシング（20
）は、室外熱交換器（30）の開口（3a）に対応して上記前側面パネル（23b）と横側面パ
ネル（23c）が設けられている。
【００３１】
　　上記底フレーム（22）には、上記圧縮機構（50）と油分離器（51）とアキュムレータ
（52）とが取り付けられ、上記圧縮機構（50）は、２台の圧縮機（5a，5b）で構成されて
いる。
【００３２】
　　また、上記ケーシング（20）は、室外熱交換器（30）が収納される下部空間（2a）と
、室外ファン（40）が収納される上部空間（2b）との間に位置して、水平方向に延びるス
テー（20a，20b，20c，20d）が４面に取り付けられている。
【００３３】
　　上記室外ファン（40）は、２台設けられ、ファン本体（41）とファンモータ（図示省
略）とベルマウス（43）とを備え、上記ステー（20a，20c）に取り付けられている。
【００３４】
　　さらに、上記ケーシング（20）には、圧縮機構（50）等を制御するための電装品が収
納される電装品ユニット（60）が取り付けられている。該電装品ユニット（60）は、室外
熱交換器（30）の前面上方に配置され、室外熱交換器（30）の上端の直近に配置され、上
側面パネル（23a）と室外ファン（40）のベルマウス（43）との間に設けられている。
【００３５】
　　－グリルの構成及びグリルの設置構造－
　　図４に示すように、上記グリル（70）は、格子状に配列された複数の軟鋼線（71,72
）によって形成されている。具体的には、グリル（70）は、縦方向（図４の上下方向）に
延びる複数の縦鋼線（71）と、横方向（図４の左右方向）に延びる複数の横鋼線（72）と
を有している。縦鋼線（71）と横鋼線（72）とは格子状に配列されてそれぞれの交差部分
において溶接によって固定されている。また、グリル（70）の縦方向（図４の上下方向）
の両端部に設けられた横鋼線（72）は、両端部がグリル（70）を天板（24）に取り付ける
ための取付部（73）に構成されている。つまり、矩形のグリル（70）の４つの角部が取付
部（73）に構成されている。
【００３６】
　　取付部（73）は、横鋼線（72）の直線部分である本体部（74）に連続するＵ字状に形
成された折返し部（73a）と、該折返し部（73a）に連続して上記本体部（74）に略平行に
延びる延長部（73b）とによって構成されている。延長部（73b）は、本体部（74）に沿っ
て左右方向に延びて交差する縦鋼線（71）に溶接によって固定されている。本実施形態で
は、延長部（73b）は、２本の縦鋼線（71）と交差するように形成され、該２本の縦鋼線
（71）との交差部分が溶接によって固定されている。
【００３７】
　　図５に示すように、天板（24）には、グリル（70）を設置するための設置面（24b）
が形成されている。該設置面（24b）は、天板（24）の上面（24a）よりも下方に位置する
ように、天板（24）を形成する板金部材の吹出口（26）の周囲の部分を下方に凹ませるこ
とによって形成されている。図１に示すように、設置面（24b）は、矩形に形成された吹
出口（26）の四隅に対応する部分がそれぞれ三角形状に形成されている。そして、グリル
（70）は、該グリル（70）の４つの角部に形成された取付部（73）が、上記吹出口（26）
の四隅に対応して形成された設置面（24b）の三角形状の部分にそれぞれビス（固定部材
）（75）によって取り付けられている。具体的には、取付部（73）のＵ字形状の折返し部
（73a）の内側においてビス（75）を締結することにより、折返し部（73a）がビス（75）
の頭部によって設置面（24b）に押し付けられて固定される。これにより、グリル（70）
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が設置面（24b）に取り付けられる（図５参照）。
【００３８】
　　また、上記設置面（24b）は、グリル（70）を取り付けた際に、該グリル（70）の上
端（70a）（本実施形態では、縦鋼線（71）の上端）が天板（24）の上面（24a）以下の高
さに位置するように、天板（24）の上面（24a）よりも下方に形成されている。つまり、
設置面（24b）は、天板（24）の上面（24a）よりもグリル（70）の高さ（厚み）以上の高
さだけ低い位置に形成されている。また、本実施形態では、さらに、設置面（24b）は、
グリル（70）を取り付けた際に、グリル（70）を取り付ける上記ビス（75）の上端（75a
）が天板（24）の上面（24a）以下の高さに位置するように形成されている。このように
天板（24）にグリル（70）の設置面（24b）を形成したことにより、グリル（70）を天板
（24）に取り付けた状態において、グリル（70）及び該グリル（70）を取り付けるビス（
75）が天板（24）の上面（24a）よりも上方に突出しなくなる。
【００３９】
　　　－運転動作－
　　本実施形態の空気調和装置の室外ユニット（10）の運転時は、圧縮機構（50）が動作
して、室外ユニット（10）と図示していない室内ユニットとの間に形成されている冷媒回
路内を冷媒が循環して冷凍サイクルが行われる。また、室外ユニット（10）のケーシング
（20）内では室外ファン（40）が回転し、ケーシング（20）の下半部に形成されている吸
込口（25）により四方からケーシング（20）内に吸い込まれた室外空気が室外熱交換器（
30）を通過する。室外熱交換器（30）を通過する室外空気は、室外熱交換器（30）の中を
流れる冷媒と熱交換して、暖房運転時には蒸発器になっている室外熱交換器（30）で冷媒
に熱を奪われて冷却され、冷房運転時には凝縮器になっている室外熱交換器（30）で冷媒
から熱を奪って過熱される。そして、室外空気はさらに室外ファン（40）を通過して上方
へ向きを変え、吹出口（26）からグリル（70）を通過して室外へ吹き出される。
【００４０】
　　　　－実施形態の効果－
　　本実施形態によれば、天板（24）に、グリル（70）の上端（70a）が上面（24a）以下
の高さに位置するように、上面（24a）よりも下方にグリル（70）の設置面（24b）を形成
したため、室外ユニット（10）の段積み時に、上方の室外ユニット（10）の荷重が下方の
室外ユニット（10）のグリル（70）に集中してかかることを防止することができる。その
ため、段積み時におけるグリル（70）の損傷を防止することができる。
【００４１】
　　ところで、従来の室外ユニットのように、グリルが天板の上方に突出していると、段
積み時におけるグリルの損傷を防止するためには、グリルの周囲にグリルの形状に合う形
状の梱包材を配置して上方の室外ユニットの荷重が梱包材にかかるようにしなければなら
なかった。
【００４２】
　　しかしながら、本実施形態によれば、グリル（70）の上端（70a）が天板（24）の上
面（24a）以下の高さに位置するように、グリル（70）の設置面（24b）を天板（24）の上
面（24a）よりも下方に形成したため、室外ユニット（10）の段積み時に、グリル（70）
の周囲に梱包材を配置することなくグリル（70）の損傷を防止することができる。従って
、梱包材を減量することができると共に、天板（24）上方に設けられる梱包材の形状を簡
素化することができる。
【００４３】
　　また、本実施形態によれば、グリル（70）を設置面（24b）に取り付けるためのビス
（75）の上端（75a）が、天板（24）の上面（24a）以下の高さに位置するように設置面（
24b）が形成されている。つまり、天板（24）の上面（24a）からビス（75）の頭が突出し
ていない。
【００４４】
　　ところで、グリルを設置面に取り付けるためのビスが天板の上面から突出していると



(8) JP 2012-242025 A 2012.12.10

10

20

30

40

50

、室外ユニットの段積み時に、上方の室外ユニットの荷重がビス及びグリルのビスによっ
て取り付けられる取付部にかかり、ビス及びグリルの取付部が変形してしまうおそれがあ
る。
【００４５】
　　しかしながら、本実施形態によれば、天板（24）の上面（24a）からビス（75）の頭
を突出させないように設置面（24b）を構成したため、室外ユニット（10）の段積み時に
、上方の室外ユニット（10）の荷重によるビス（75）及びグリル（70）の取付部（73）の
変形を防止することができる。
【００４６】
　　また、本実施形態によれば、グリル（70）を天板（24）に取り付けるための取付部（
73）が、ビス（75）によって設置面（24b）に固定される折返し部（73a）と、該折返し部
（73a）に連続して交差する縦鋼線（71）に溶接によって固定された延長部（73b）とによ
って構成されている。つまり、グリル（70）を形成する複数の軟鋼線（71,72）のうちの
設置面（24b）にビス（75）によって取り付けられる軟鋼線が、その端部においてＵ字状
に折り返されて、折返し後の部分が交差する軟鋼線に溶接によって固定されている。
【００４７】
　　ところで、上述のようにグリル（70）を構成する複数の軟鋼線（71,72）のいずれか
の端部をビス（75）の頭と設置面（24b）とで挟み込むことでグリル（70）を天板（24）
に固定する場合、グリル（70）に大きな荷重がかかったときに、軟鋼線がビス（75）の頭
と設置面（24b）との間から抜けてグリル（70）が脱落してしまうおそれがある。
【００４８】
　　しかしながら、上述のように、本実施形態によれば、グリル（70）を形成する複数の
軟鋼線（71,72）のうちの設置面（24b）にビス（75）によって取り付けられる軟鋼線を、
その端部においてＵ字状に折り返し、折返し後の部分を交差する軟鋼線に溶接によって固
定することとした。そのため、グリル（70）に大きな荷重がかかっても、折返し部（73a
）以降の延長部（73b）が交差する他の軟鋼線に溶接されているため、軟鋼線（72）がビ
ス（75）の頭と設置面（24b）との間から抜けてしまうおそれがなく、グリル（70）の脱
落を防止することができる。
【００４９】
　　また、本実施形態によれば、矩形状のグリル（70）の各角部が取付部（73）に構成さ
れている。このような場合、全ての軟鋼線（71,72）の端部が取付部（73）に構成された
場合に比べて、グリル（70）に荷重がかかった際の４つの取付部（73）にかかる張力が大
きくなる。しかしながら、４つの取付部（73）は、上述のように他の軟鋼線（71）に溶接
によって固定される延長部（73b）を有しているため、軟鋼線（72）がビス（75）の頭と
設置面（24b）との間から抜けてしまうおそれがなく、グリル（70）の脱落を防止するこ
とができる。
【００５０】
　　　《その他の実施形態》
　　上記実施形態では、グリル（70）の上端（70a）が天板（24）の上面（24a）より下方
に位置するように、グリル（70）の設置面（24b）が形成されていたが、グリル（70）の
上端（70a）と天板（24）の上面（24a）とが同じ高さに位置するように、グリル（70）の
設置面（24b）を形成することとしてもよい。このような場合であっても、段積み時にお
けるグリル（70）の損傷を防止することができる。
【００５１】
　　また、上記実施形態では、グリル（70）は矩形状に形成されていたが、グリル（70）
の形状は矩形状に限られない。例えば、円形状であってもよい。
【００５２】
　　また、上記実施形態では、グリル（70）の４つの角部が取付部（73）に構成されてい
たが、取付部（73）の位置、個数はこれに限られない。例えば、矩形の各辺の中央部に取
付部（73）が形成されていてもよく、全ての軟鋼線（71,72）の端部が取付部（73）に構
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【００５３】
　　また、上記実施形態では、グリル（70）の各取付部（73）の折返し部（73a）を固定
部材を構成するビス（75）によって設置面（24b）に押し付けて固定することによって、
グリル（70）を設置面（24b）に取り付けることとしていた。しかし、本発明に係る固定
部材はビス（75）に限られない。例えば、クリップ等を用いて取付部（73）の折返し部（
73a）を固定してグリル（70）を設置面（24b）に取り付けることとしてもよい。
【００５４】
　　なお、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あ
るいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　　以上説明したように、本発明は、冷凍装置の室外ユニットについて有用である。
【符号の説明】
【００５６】
　　　　　１０　　　室外ユニット
　　　　　２０　　　ケーシング
　　　　　２４　　　天板
　　　　　２４ａ　　上面
　　　　　２４ｂ　　設置面
　　　　　２６　　　吹出口
　　　　　３０　　　室外熱交換器（熱交換器）
　　　　　４０　　　室外ファン（送風ファン）
　　　　　７０　　　グリル
　　　　　７０ａ　　上端
　　　　　７５　　　ビス（固定部材）
　　　　　７５ａ　　上端
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